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１．指針策定の趣旨  

限られた財源の中で効率的かつ効果的な公共施設などの整備等を進めるとともに、新

たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図るためには、市においても多様なＰＰＰ/Ｐ

ＦＩの手法を取り入れていくことが必要となっています。 

これまでに、平成１１年に制定されたＰＦＩ法（民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律）や平成１５年の地方自治法改正により導入された指定管

理者制度等により、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備

等の促進を図る取組が実施されてきました。とりわけＰＦＩ法に基づくＰＦＩ事業につ

いては、平成２５年６月に策定された「ＰＰＰ／ＰＦＩの抜本改革に向けたアクション

プラン」において、民間の資金・ノウハウを最大限活用することは急務であるとし、Ｐ

ＦＩ事業を積極的に活用することとされました。その後、平成２７年６月に閣議決定さ

れた「経済財政運営と改革の基本方針２０１５（骨太方針）」で、公的負担の抑制につ

ながることを前提とした「ＰＰＰ／ＰＦＩ等の導入を推進する方針」が出され、同年 

１２月策定の「多様なＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指針」では、

人口２０万人以上の地方公共団体において、一定規模以上で民間の資金・ノウハウの活

用が効率的・効果的な事業については、多様なＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入の優先的検討規

程を定めるよう要請されました。令和３年度には、この対象が人口１０万人以上２０万

人未満の地方公共団体にも広がっています。 

市では、公の施設の管理に平成１８年度から本格的に指定管理者制度を導入するなど、

民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、市民サービスの向上を図ってい

るところです。ＰＰＰ/ＰＦＩ事業の取組としては、出雲エネルギーセンターの建設に

ＤＢＯ方式、出雲市総合体育館の建設にＰＦＩ（ＢＴＯ）手法を取り入れ、事業を推進

しています。 

今後、更なる民間活力の導入を図るため、公共施設等の整備及び運営にあたり、自ら

公共施設等の整備等を行う従来型手法に優先してＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入を検討す

るための基本指針を次のように定めます。  
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２．基本的な考え方  

（１）本指針の位置付け  

 本指針は、公共施設等の整備等で採用する事業手法を決定するまでのプロセスをま

とめたものです。事業の実施にあたっては、「出雲市行財政改革大綱」、「出雲市公

共施設等総合管理計画」、「出雲市公共施設のあり方指針（第２次）」、「指定管理

者制度の運用に関する方針」等を踏まえて手続きを進めることとします。 

 

（２）定義  

本指針において、用語の定義は次のとおりとします。 

用語の定義（参考資料１参照） 

  

用語 定義 

ＰＦＩ法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成１１年法律第１１７号） 

公共施設等 ＰＦＩ法第２条第１項に規定する公共施設等 

公共施設整備事業 ＰＦＩ法第２条第２項に規定する公共施設等の整備等に関する事

業 

利用料金 ＰＦＩ法第２条第６項に規定する利用料金 

運営等 ＰＦＩ法第２条第６項に規定する運営等 

公共施設等運営権 ＰＦＩ法第２条第７項に規定する公共施設等運営権 

整備等 建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企

画をいい、国民に対するサービスの提供を含む 

優先的検討 本指針に基づき、公共施設等の整備等の方針を検討するに当たっ

て、多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入が適切かどうかを、自ら公

共施設等の整備等を行う従来型手法に優先して検討すること 
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PPP（官民連携） 

ＢＴ方式 

包括的民間委託 

PFI 事業類型分類：独立採算型・サービス購入型・ミックス型 

指定管理制度 民間建設借上方式 

ＤＢＯ方式、ＥＳＣＯ 

コンセッション Ｏ方式 

ＤＢ方式 

ＢＴＯ、ＢＯＴ、ＢＯＯ、ＲＯ方式 

建設 維持管理・運営 

（３）ＰＰＰ／ＰＦＩとは   

●ＰＰＰ（Public Private Partnership）とは 

行政と民間が連携して、それぞれお互いの強みを生かすことによって、最適な公共

サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図るものです。指定管

理者制度、包括的民間委託、ＰＦＩ等様々な方式があります。 

●ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは 

ＰＦＩ法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力

及び技術的能力を活用して行う手法です。ＰＦＩ事業の収益形態による事業類型は、

独立採算型（地方公共団体が民間事業者へお金を支払わず、利用者が料金を支払う形

態）、サービス購入型（地方公共団体が民間事業者へお金を支払う形態）、ミックス

型（独立採算型とサービス購入型を合わせた形態）の３種類に分けられます。 

ＰＰＰ／ＰＦＩ概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府ＨＰ「ＰＦＩ事業導入の手引き」参考 
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（４）対象とするＰＰＰ／ＰＦＩ手法  

本指針の対象とするＰＰＰ/ＰＦＩ手法は次に掲げるものとします。 

なお、次に掲げる手法は一例であり、より効率的・効果的な手法が他にある場合

は、当該手法を選択し、優先的検討を行うことができるものとします。 

① 公共施設等の建設・改修、維持管理・運営等を伴う方式 

ア ＰＦＩ手法 

イ ＰＦＩ手法以外 

手法 定義 

ＢＴＯ方式 Build（建設）－Transfer（移転）－Operate（運営）  

民間事業者が施設等を建設し、施設完成直後に公共施設等の

管理者等に所有権を移転し、民間事業者が維持・管理及び運

営を行う事業方式。 

ＢＯＴ方式 Build（建設）－Operate（運営）－Transfer（移転） 

民間事業者が施設等を建設し、維持・管理及び運営し、事業

終了後に公共施設等の管理者等に施設所有権を移転する事業

方式。 

ＢＯＯ方式 Build（建設）－Own（所有）－Operate（運営） 

民間事業者が施設等を建設し、維持・管理及び運営し、事業

終了時点で民間事業者が施設を解体・撤去する等の事業方

式。 

ＢＴ方式 Build（建設）－Transfer（移転） 

民間事業者が施設等を建設し、公共施設等の管理者等に施設

の所有権を移転する事業方式。民間建設買取方式ともいう。 

ＲＯ方式 Rehabilitate（改修）－Operate（運営） 

民間事業者が施設等を改修し、管理・運営する事業方式。所

有権の移転はなく、地方公共団体が所有者となる方式。 

用語 定義 

ＤＢＯ方式 

 

Design（設計）－Build（建設）－Operate（運営） 

民間事業者に施設等の設計・建設の一括発注と、維持管理・

運営等の一括発注を包括して発注する事業方式。 

ＤＢ方式 Design（設計）－Build（建設） 

民間事業者に施設等の設計・建設を一括して発注する事業方

式。 
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② 公共施設等の維持管理・運営等を伴う方式 

ア ＰＦＩ手法 

イ ＰＦＩ手法以外 

 

３．優先的検討フロー  

（１）優先的検討の開始時期  

 優先的検討の開始時期は、次に掲げる場合とします。 

・新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合 

・公共施設等の運営等の見直しを行う場合 

ＥＳＣＯ事業 Energy－Service－Company 

施設の省エネルギー化に関する包括的なサービスを民間事業

者が市へ提供し、それによって得られる省エネルギー効果を

民間事業者が保証し、削減した光熱水費の中から事業者の経

費と顧客である市の利益を生み出す事業方式。 

民間建設借上方式 

及び特定建築者制度

等 

市街地再開発 事業の特定建築者制度、特定業務代行制度及

び特定事業 参加者制度並びに土地区画整理事業の業務代行

方式。 

用語 定義 

公共施設等運営事業

（コンセッション） 

 

利用料金を収受する施設等について、市が施設の所有権を有

したまま、民間事業者が運営権を取得し、施設の維持管理、

運営等を行う事業方式。 

Ｏ方式 Operate（運営） 

民間事業者に施設等の維持管理・運営等を長期契約等により

一括発注や性能発注する事業方式。 

用語 定義 

指定管理者制度 市が施設の維持管理・運営等を管理者として指定した民間事

業者に包括的に実施させる手法。 

包括的民間委託 施設等の維持管理・運営段階における複数業務・複数年度の

性能発注による業務委託。 
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（２）優先的検討の対象とする事業  

次の①及び②に該当する公共施設整備事業を優先的検討の対象とします。 

① 民間資金・能力活用基準 

次のいずれかに該当する事業で、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力 

を活用する効果が認められる公共施設整備事業 

ア 建築物又はプラントの整備等に関する事業 

建築物の例  ：文教施設、医療施設、斎場、複合施設、社会福祉施設、 

観光施設、庁舎等 

プラントの例：廃棄物処理施設、水道浄水場、下水汚泥有効利用施設、 

発電施設等 

イ 利用料金の徴収を行う公共施設整備事業 

利用料金を徴収する施設の例：水道、下水道等 

② 事業費基準 

次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設整備事業 

ア 建設、製造又は改修費等の事業費総額が１０億円以上の公共施設整備事業 

イ 単年度の維持管理・運営費が１億円以上の公共施設整備事業 

③  対象事業の例外 

    次に掲げる公共施設整備事業を優先的検討の対象から除くものとします。 

ア 既に ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入が前提とされている公共施設整備事業 

イ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１ 

号）に基づく市場化テストの導入が前提とされている公共施設整備事業 

ウ 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業 

エ 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業 

（３）検討手順  

① 適切なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の選択  

市は、優先的検討の対象となる公共施設整備事業について、次の②の簡易な検討又

は③の詳細な検討に先立って、当該事業の期間、特性、規模等を踏まえ、当該事業の

品質確保に留意しつつ、最も適切な ＰＰＰ／ＰＦＩ 手法（以下「採用手法」とい

う）を選択するものとします。この場合において、唯一の手法を選択することが困難

であるときは、複数の手法を選択できるものとします。 

なお、（２）②イ単年度の維持管理・運営費が１億円以上の公共施設整備事業のう

ち、ＰＦＩ手法以外のＰＰＰ手法については、詳細な検討を省略することができるも

のとします。 
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 また、施設整備（改修等を含む）を伴わない指定管理者制度については、既に事業

実績がある等により当該手法の導入が適切と判断される場合は、簡易な検討及び詳細

な検討を省略することができるものとします。 

 

② 簡易な検討  

市は、３（２）で定める対象事業について、定性的評価及び定量的評価により、採

用手法の導入について検討します。 

自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合

との間で、次に掲げる費用等の総額（以下「費用総額」という。）を可能な限り算定

の上、比較し、採用手法の導入の適否を評価します。算定にあたっては、過去の整備

事例や他団体の類似施設の経費等を参考に算出します。①において複数の手法を選択

した場合は、各々の手法について費用総額を可能な限り算定し、その最も低いもの

と、従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行います。 

なお、資料作成にあたっては基本方式１～４（参考資料２～５）を参照し、内容に

よって適宜項目を追加できるものとします。 

 

ア 定性的評価 

主に、以下の視点で、採用手法の適性を評価します。 

・民間事業者の創意工夫の発揮余地  

・民間事業者の参入可能性、競争性の確保  

・サービスの質の向上及び効率化  

・事業実施上の制約（資金調達、個別法による規制等）の有無 

イ 定量的評価 

主に、以下の視点で、採用手法の適性を評価します。 

・公共施設等の整備等（運営等を除く。）の費用  

・公共施設等の運営等の費用  

・民間事業者の適正な利益及び配当  

・調査に要する費用  

・資金調達に要する費用  

・利用料金収入 

 

なお、採用手法の過去の実績が乏しい等により費用総額の比較が困難と認めるとき

は、民間事業者への意見聴取を踏まえた評価、類似事例の調査を踏まえた評価、その

他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により採用手

法の導入の適否を評価することができるものとします。 

③ 詳細な検討  

市は、②の簡易な検討において、採用手法の導入に適しないと評価された公共施設
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整備事業以外の公共施設整備事業を対象として、専門的な外部コンサルタントを活用

する等により、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を

行い、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した

場合との間で、費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとします。 

 

④ 検討の手順 

●検討体制  

副市長、関係部課長で構成する「ＰＰＰ／ＰＦＩ導入検討会議※」を設置し、採

用手法導入の妥当性を検討します。  

 ※「ＰＰＰ／ＰＦＩ導入検討会議」構成員 

副市長、総合政策部長、総務部長、財政部長、都市建設部長、事業所管部長、 

政策企画課長、行政改革課長、財政課長、管財契約課長、建築住宅課長、 

事業所管課長 

 

●検討手順  

採用手法の標準的な検討手順は、別表及び次のとおりとします。  

【簡易な検討】 

① 事業所管課において簡易な検討を実施  

② 簡易な検討結果について、「ＰＰＰ／ＰＦＩ導入検討会議」で妥当性を評価 

③ ②の評価結果について、市長協議、決定 

 ※施設や事業の性質上、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法になじまない・見込みがない公共施設

整備事業は、「ＰＰＰ／ＰＦＩ導入検討会議」構成課へ検討結果を合議すること

で「ＰＰＰ／ＰＦＩ導入検討会議」にかえることができるものとします。 

【詳細な検討】 

④ 事業所管課において専門的な外部コンサルタントを活用する等の詳細な検討 

を実施 

⑤ 詳細な検討結果について、「ＰＰＰ／ＰＦＩ導入検討会議」で妥当性を評価 

⑥ ⑤の評価結果について、市長協議、決定 

 

４．評価結果の公表  

評価結果については、市ホームページ等で公表するものとします。  
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別表 ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討標準フロー 
 

ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入の優先的検討開始 

 

対象事業の有無  

【事業費基準】  

 次のいずれかを満たす公共施設整備事業 

・建設、製造又は改修費等の事業費総額が 10 億円以上  

・単年度の維持管理・運営費が１億円以上 

 

 

 

適切なＰＰＰ/ＰＦＩ手法の選択 

 

① 事業所管課において簡易な検討を実施 

② 簡易な検討結果について、 

「ＰＰＰ／ＰＦＩ導入検討会議※」で妥当性を評価 

※副市長、関係部課長で構成 

※ＰＰＰ／ＰＦＩ手法になじまない・見込がない事業 

⇒検討結果を合議することで検討会議にかえてもよい 

③ ②の評価結果について、市長協議、決定 

 

 

④ 事業所管課において専門的な外部コンサル                

タントを活用する等の詳細な検討を実施 

⑤ 詳細な検討結果について、 

「ＰＰＰ／ＰＦＩ導入検討会議」で妥当性を評価 

⑥ ⑤の評価結果について、市長協議、決定 

 

  

採用 

不採用 

不採用 

従
来
の
手
法 

対象 

対象外 

採用 

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入 

簡易な検討 

従
来
の
手
法
等
の
検
討 

 

 

詳細な検討 

評価結果は、市ホームページ等で公表 
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参考資料 1  PFI 法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する 

法律）抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（定義） 

第二条 この法律において「公共施設等」とは、次に掲げる施設（設備を含む。）をいう。 

一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道その他の公共施設 

二 庁舎、宿舎その他の公用施設 

三 教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、

更生保護施設、駐車場、地下街その他の公益的施設及び賃貸住宅 

四 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設（廃棄物処理施設を除

く。）、観光施設及び研究施設 

五 船舶、航空機その他の輸送施設及び人工衛星（これらの施設の運行に必要な施設を含

む。） 

六 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの 

 

２ この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等（公共施設等の建設、製造、

改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提

供を含む。以下同じ。）に関する事業（市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市

街地開発事業を含む。）であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること

により効率的かつ効果的に実施されるものをいう。 

 

３～５ 略 

 

６ この法律において「公共施設等運営事業」とは、特定事業であって、第十六条の規定に

よる設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権（公共施設等を構成する建築物その他

の工作物の敷地の所有権を除く。第二十九条第四項において同じ。）を有する公共施設等

（利用料金（公共施設等の利用に係る料金をいう。以下同じ。）を徴収するものに限

る。）について、運営等（運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対

するサービスの提供を含む。以下同じ。）を行い、利用料金を自らの収入として収受する

ものをいう。 

 

７ この法律において「公共施設等運営権」とは、公共施設等運営事業を実施する権利をい

う。 
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参考資料２ 事業概要整理表（基本様式１） 

 

 

 

事業名称   担当課  

項目 内容 

事業概要  
●事業目的 

●事業内容  

事業予定地 

●所在地 

●敷地面積 

●用地確保    □市有地 □民有地 （□買収・□貸借） 

●計画上の規制 

建設 

●事業規模 

 延床面積 

●整備種別 

 □新設・増設 □現地更新 □移転更新 □大規模修繕・改修 

 □統合・複合化      □その他（          ） 

事業費  

●用地取得費 

●設計・建設費 

●維持管理・運営費（年間） 

●総事業費 

事業 

スケジュール  
 

補助制度の 

有無 

□有 名称（                       ） 

   制度内容： 

□無 

想定される 

民間事業者 
 

先行事例  
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※評価にあたり、参考資料等をつけ加えても良い。 

  

項目 内容 備考 

事業内容 

整備段階  

管理運営 

段階  

設計業務 【有 / 無】  

建設業務  【有 / 無】  

工事管理業務  【有 / 無】  

その他の業務  【有 / 無】  

管理運営 

段階  

維持管理業務  【有 / 無】  

運営業務  【有 / 無】  

その他の業務 【有 / 無】  

利用料金等の収入の有無  【有 / 無】  

自主収益事業の有無  【有 / 無】  

役割分担  

市側で実施する範囲  

  

  

事業者側で実施する範囲 
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参考資料３ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易定性評価調書（基本様式２） 

 

 

※チェック欄には、「○：該当する」、「△：該当するが懸念事項あり」、 

「×：該当しない・課題あり」のいずれかを入力。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名称   担当課  

評価項目  確認項目  確認方法 具体的なチェック内容  

チ
ェ
ッ
ク
欄  

民間事業者の

創意工夫の 

発揮余地 

収益事業の 

実施可能性 

収益事業を 

実施する 

同種事業の 

有無 

・余剰地、余剰スペース、余剰 

時間等を使った民間収益事業を 

実施している先行事例がある。  

※余剰地や余剰スペースへの 

商業施設・売店等の設置・運営  

※余剰時間を使った●●教室 

等の開催 

 

既存施設等

での実施 

可能性 

既存施設（類

似施設）の 

現状を確認 

・既存施設や、市内の類似施設 

において、民間収益事業に対 

する利用者・運営者ニーズがあ 

る。 

 

民間事業者の

参入可能性、 

競争性の確保  

複数応募の 

可能性 

先行事例の 

確認  

・先行事例へ参加した民間事業 

者が事業ごとに、複数（多数） 

いる。  

  

同種施設の 

運 営 企 業 の

状況確認 

同種施設 

運営を行う 

民間企業を 

確認する   

・指定管理や運営委託等、同種 

施設の運営を行っている民間 

企業が複数（多数）いる。  

（市内で見つからない場合は、 

近隣の自治体・都道府県での 

事例を確認）  
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評価項目  確認項目  確認方法 具体的なチェック内容  

チェ

ック

欄  

評価項目 確認項目 確認方法 具体的なチェック内容 

チ
ェ
ッ
ク
欄  

サービスの 

質の向上及び

効率化 

地域ニーズ

の充足性 

提案内容、 

他市事例で 

の実績 

・市民が利用しやすい工夫が 

ある。（利用人数の増（当初目

標比）等） 

 

事務負担の

軽減 

軽減される 

事務の列挙 

・サービスの質を落とさず事務

負担が軽減される。 
 

事業実質上の

制約（資金調

達、個別法に

よる規制等）

の有無  

長期契約  

性能発注の 

可能性 

（事業手法、 

事業期間、 

事業範囲、 

項目等）  

先行事例の 

有無  

関連法の 

確認 

・同種用途の施設にて 

PPP/PFI を導入した先行 

事例が複数（多数）ある。  

・法令上の制約はない。 

  

事業手法・ 

事業期間の 

確認  

・採用した事業手法・事業 

期間が、先行事例でも複数 

（多数）ある。  

  

事業範囲・ 

項目の確認  

・設定した事業範囲・事業項目 

が、先行事例でも複数（多数） 

ある。  

  

事業スケ 

ジュールの 

確認 

・事業スケジュールがタイト 

な条件ではない。 
 

 

定性評価まとめ 

チェックの数  担当課所管 

○    
  

  

  

  

  

  

△  
  

×  
  

合計 １０※ 

※評価にあたり、メリット・デメリットを考慮した項目をつけ加えても良い。 
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参考資料４ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易定量評価調書 （基本様式３） 

   従来型手法  

（公共施設等の管理者等が 

 自ら整備等を行う手法）  

採用手法  

（候補となる 

PPP/PFI 手法）  

利用料金収入   

＜算出根拠＞   

整備等（運営等を除く） 

費用 
  

＜算出根拠＞   

運営等費用   

＜算出根拠＞   

資金調達費用   

＜算出根拠＞   

調査等費用   

＜算出根拠＞   

税金   

＜算出根拠＞   

税引後損益   

＜算出根拠＞   

合計   

合計（現在価値）   

財政支出削減率   

その他 

（前提条件等） 
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参考資料５ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易定量評価調書記載の根拠 （基本様式４） 

（１） 従来型手法による場合の費用の算定根拠  

公共施設等の整備等（運営等を除

く）の費用  

  

公共施設等の運営等の費用    

民間事業者の適正な利益及び配当    

調査に要する費用    

資金調達に要する費用    

利用料金収入    

  

（２） 採用手法を導入した場合の費用の算定根拠  

公共施設等の整備等（運営等を除

く）の費用   

  

公共施設等の運営等の費用    

利用料金収入    

資金調達に要する費用    

調査に要する費用    

税金    

民間事業者の適正な利益及び配当    

  

（３） その他の仮定  

事業期間    

割引率    
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参考資料６ 国の動向及び市の取組 

 

年月 内容 

平成１１年(1999) ７月 「ＰＦＩ法」（民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律）制定 

平成１５年(2003) ９月 「指定管理者制度」の創設 

平成２５年(2013) ６月 「ＰＰＰ／ＰＦＩの抜本改革に向けたアクションプラ

ン」策定 

平成２７年(2015) ６月 「経済財政運営と改革の基本方針 2015（骨太方針）」 

閣議決定 

・公的負担の抑制につながることを前提としつつ、地

域の実情を踏まえＰＰＰ／ＰＦＩ等の導入を推進 

平成２７年(2015)１２月 「多様なＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入を優先的に検討する

ための指針」策定 

・人口２０万人以上の地方公共団体において、ＰＰＰ

/ＰＦＩ手法導入の優先的検討規程を定めるよう要請 

令和 ３年(2021) ６月 「多様なＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入を優先的に検討する

ための指針」改定 

・人口１０万人以上２０万人未満の地方公共団体にお

いて、ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入の優先的検討規程を定

めるよう要請 

 

 

 

年月 内容 

平成１８年(2006) ４月～ 「指定管理者制度」を本格的に導入 

平成３０年(2018) ９月 出雲市次期可燃ごみ処理施設建設運営事業でＤＢＯ方

式による契約締結 

令和 ３年(2021) ６月 出雲市新体育館整備運営事業でＰＦＩ（ＢＴＯ）手法

による契約締結 

令和 ５年(2023) ６月 「指定管理者制度の運用に関する方針」改定 

・指定管理者制度におけるＰＦＩ事業の取り扱いを追

加 

令和 ６年(2024) ３月 「出雲市ＰＰＰ/ＰＦＩ手法導入優先的検討の基本指

針」策定 

 国の動向 

市の取組 
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出雲市 PPP/PFI 手法導入優先的検討指針           

〔策定年月〕 令和６年３月                  

                      〔問い合わせ〕出雲市 総務部 行政改革課   

                    TEL：0853-21-6265    FAX：0853-21-6752 

E-mail:gyoukaku@city.izumo.shimane.jp            


